
厚 生 労 働 大 臣 の 定 め る 掲 示 事 項           （令和７年 12 月１日現在） 

 

●  当院は、厚生労働大臣が定める基準に基づいて診療を行っている保険医療機関です。 

 

● 入院基本料に関する事項 

   当院の病棟では、１日に 14 人以上の看護職員（看護師、准看護師）が勤務しています。

なお、時間帯毎の配置は次のとおりです。 

   【３階病棟】 

・８時 30 分～17 時 15 分 

  看護職員１人当たりの受け持ち数は 6人以内です。 

・17 時 15 分～８時 30 分 

  看護職員１人当たりの受け持ち数は 16 人以内です。 

 

 

● 入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策及び栄養管理

体制、意思決定支援及び身体的拘束の最小化について 

当院では、入院の際に医師を初めとする関係職員が共同して、患者さんに関する診療計画

を策定し、7 日以内に文書によりお渡ししております。また、厚生労働大臣が定める院内感

染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策、栄養管理体制、意思決定支援及び身体的拘束の

最小化の基準を満たしております。 

 

● 医療情報取得加算について 

   当院では、オンライン資格確認を行う体制を有しており、受診歴、薬剤情報、特定健診情

報その他必要な診療情報を取得・活用し、診療を行っています。 

 

● 医療ＤＸ推進体制整備加算について 

当院では、オンライン資格確認を行う体制を有しており、医療ＤＸを通じて質の高い医療

を提供できるよう取り組んでおります。オンライン資格確認によって得た情報（受診歴、薬

剤情報、特定健診情報その他必要な診療情報）を医師が診察室等で確認できる体制を整備し、

診療に活用します。 

電子処方箋の発行や電子カルテ共有サービスなどは今後導入予定です。 

 

● 一般名処方加算について 

   当院では、後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組み等

を実施しております。 

後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分を

もとにした一般名処方（一般的な名称により処方箋を発行すること）を行う場合があります。 

一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者様に必要な医薬

品が提供しやすくなります。 

● 後発医薬品使用体制加算について 

   当院では、厚生労働省の後発医薬品使用促進の方針に従い、患者負担の軽減、医療保険

財政の改善に資するものとして、後発医薬品(ジェネリック医薬品)を積極的に採用してお

ります。医薬品の供給不足等が発生した場合、医薬品の処方等の変更等に関して、適切な

対応ができる体制を整備しております。 

   なお、状況に応じて患者さんへ処方する薬剤が変更となる可能性があります。変更にあ

たって、ご不明な点やご心配なことがありましたら、医師もしくは薬剤師にご相談くださ

い。 

 

● 四国厚生支局長への届出事項に関する事項 

当院は、次の施設に適合している旨の届出を行っています。 

 

（基本診療料の施設基準等に係る届出） 

・医療ＤＸ推進体制整備加算 6 

・一般病棟入院基本料（急性期一般入院料 4） 

・救急医療管理加算 

・診療録管理体制加算 3 

・医師事務作業補助体制加算１（20 対 1） 

・急性期看護補助体制加算（50 対 1） 

・療養環境加算 

・医療安全対策加算 2（医療安全対策地域連携加算 2） 

・感染対策向上加算 2（連携強化加算、サーベイランス強化加算） 

・後発医薬品使用体制加算 1 

・病棟薬剤業務実施加算 1 

・データ提出加算 1 

・入退院支援加算 1（入院時支援加算、総合機能評価加算） 

・認知症ケア加算 2 

・せん妄ハイリスク患者ケア加算 

・地域包括ケア入院医療管理料 1（看護職員配置加算） 

 

（特掲診療料の施設基準等に係る届出） 

・糖尿病合併症管理料 

・糖尿病透析予防指導管理料 

・夜間休日救急搬送医学管理料の注 3に規定する救急搬送看護体制加算 

・外来腫瘍化学療法診療料 2 



・ニコチン依存症管理料 

・がん治療連携指導料 

・薬剤管理指導料 

・医療機器安全管理料 1 

・別添 1の「第 14 の 2」の 1の(3)に規定する在宅療養支援病院 

・在宅持続陽圧呼吸法指導管理料の注２に掲げる遠隔モニタリング加算 

・検体検査管理加算（Ⅰ）（Ⅱ） 

・時間内歩行試験及びシャトルウォーキングテスト 

・ＣＴ撮影及びＭＲＩ撮影 

・外来化学療法加算 2 

・無菌製剤処理料 

・脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅲ) 

・運動器リハビリテーション料(Ⅱ) 

・呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ) 

・人工腎臓 

    ・導入期加算 1 

・透析液水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算 

    ・下肢末梢動脈疾患指導管理加算 

・ストーマ合併症加算 

・医科点数料第２章第 10 部手術の通則の 16 に掲げる手術 

（胃瘻造設術（経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。）） 

     ・輸血管理料Ⅱ 

・輸血適正使用加算 

・人工肛門・人工膀胱造設術前処理加算 

    ・麻酔管理料(Ⅰ)     

    ・看護職員処遇改善評価料 46 

        ・外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ） 

    ・入院ベースアップ評価料 61   

   

（入院時食事療養について） 

    当院は、入院時食事療養(Ⅰ)の届出を行っており、管理栄養士によって管理された食事

を適時(朝食：午前 8時、昼食：午後 0 時、夕食：午後 6時)、適温で提供しています。 

・入院時食事療養費の標準負担額について(1 食につき) 

70 歳未満の方 

区分 標準負担額 

一般 1 食 510 円 

一般(指定難病患者・小児慢性特定疾病児童等) 1 食 300 円 

住民税非課税世帯 過去 1 年間の入院 90 日以下 1 食 240 円 

90 日超 1 食 190 円 

70 歳以上の方 

区分 標準負担額 

一般 1 食 510 円 

一般(指定難病患者・小児慢性特定疾病児童等) 1 食 300 円 

住民税非課税世帯 

(低所得Ⅱ) 

過去 1 年間の入院 90 日以下 1 食 240 円 

90 日超 1 食 190 円 

住民税非課税世帯(低所得Ⅰ) 1 食 110 円 

 

 

● 明細書発行体制について 

当院では、医療の透明化や患者さんへの情報提供を積極的に推進していく観点から、

領収書の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目がわかる明細書を無料で発行しており

ます。また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担がない方についても、明細書を

無料で発行しております。 

なお、明細書は、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるものですの

で、その点をご理解いただき、ご家族の方が代理で会計を行う場合のその代理の方への

発行も含めて、明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨お申し出くださ

い。 

 

 

● 保険外負担に関する事項 

当病院では、以下の項目について、その使用量、利用回数に応じた実費の負担をお願

いしています。 

１ 診断書・証明書及び保険外負担に係る費用 

（診断書・証明書等） 

健康診断書(身体検査書を含む)  １枚につき   ２,２００円 

一般診断書           １枚につき   ２,２００円 

裁判所、警察用診断書      １枚につき   ５,５００円 

生命保険用診断書        １枚につき   ５,５００円 

障害年金用診断書        １枚につき   ５,５００円 

身体障害者診断書        １枚につき   ５,５００円 

恩給、年金用診断書       １枚につき   ５,５００円 

死亡診断書           １枚につき   ３,３００円 

死体検案書           １枚につき   ５,５００円 

自動車損害賠償保障法に基づく証明書 

診断書            １枚につき   ５,５００円 

明細書            １枚につき   ４,４００円 

出生、死産証明書        １枚につき   ２,２００円 

その他の証明書         １枚につき     ５５０円 



 

（予防接種等）     

麻しん・風しん混合（MR）        １回につき  １２,５００円 

麻しん                 １回につき    ９,０００円 

風しん                 １回につき    ９,０００円 

日本脳炎                １回につき    ８,０００円 

子宮頸がん予防 (HPV)(9 価)    1 回につき   ３０,５００円 

水痘                  １回につき  １１,５００円 

Ｂ型肝炎                １回につき    ７,５００円 

おたふくかぜ              １回につき    ９,０００円 

インフルエンザ             １回につき    ４,０００円 

肺炎球菌（ニューモバックス）    １回につき    ９,０００円 

肺炎球菌（ｷｬｯﾌﾟﾊﾞｯｸｽ筋注ｼﾘﾝｼﾞ） １回につき   １２,５００円 

帯状疱疹（シングリックス）     １回につき   ２１,０００円 

新型コロナウイルス        １回につき   １６,０００円 

狂犬病              １回につき   １５,０００円 

破傷風              １回につき    ４,５００円 

 

 

（その他） 

紙おむつ代                      １枚につき      １５０円 

浴衣代                          １枚につき    ２,２００円 

洗濯代              １回につき       ５００円 

透析食 （昼食）                 １食につき     ６５０円 

付添食 （朝食）         １食につき      ３９０円 

付添食 （昼食、晩食）      １食につき      ５７０円 

薬剤の容器代 １個につき ５０円・１１０円 

画像提供手数料（フィルム）     １枚につき        ５２０円 

画像提供手数料（ＣＤ－Ｒ）    １枚につき     ５５０円 

コピー料             １枚につき      １０円 

診察券再発行料          １枚につき     ２００円 

ＩＣカード再発行料(はたまるねっと)   １枚につき     ３００円 

医師面談料            １回につき   ５,５００円 

遺体処置料            １件につき   ５,５００円 

三角巾                １枚につき     １７０円 

腹帯               １枚につき     ８８０円 

健康診断                  検査等に応じた負担 

人間ドック                 検査等に応じた負担 

その他検査料                検査等に応じた負担 

 

 

 

 

 

２ 特別療養環境の提供 

区  分 
室 料 

(1 日につき） 
病室（全て個室） 備考 

特別室 A(1 床) 6,600 円 3 階病棟 331 号室 
バス・トイ

レ付 

特別室 B(8 床) 4,400 円 3 階病棟(332,333,334,335,336,337,338,339 号室) 
シャワー・

トイレ付 

特別室 C(6 床) 3,300 円 3 階病棟(306,308,310,311,312,314 号室) トイレ付 

特別室 D(2 床) 1,100 円 3 階（302,304 号室） 
 

 

 


